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は
じ
め
に

　

中
世
の
権
門
寺
院
で
あ
る
東
大
寺
の
財
政
基
盤
で
あ
る
寺
領
の
研
究

は
、
戦
前
以
来
進
め
ら
れ
て
き
て
重
厚
な
蓄
積
が
あ
る（
１
）。
な
か
で
も
黒
田

荘
や
玉
瀧
荘
な
ど
伊
賀
国
内
の
所
領
群
や
美
濃
国
大
井
荘
、
播
磨
国
大
部

荘
な
ど
は
、
今
な
お
活
発
に
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る（
２
）。
小
稿
で
は
、
そ
の

よ
う
な
寺
領
の
一
つ
大
和
国
清
澄
荘
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

　

清
澄
荘
が
あ
る
大
和
国
の
寺
領
に
つ
い
て
は
、
戦
後
阿
部
猛
氏
や
泉
谷

康
夫
氏
、稲
垣
泰
彦
氏
ら
に
よ
り
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た（
３
）。と
こ
ろ
が
、

室
町
時
代
に
お
け
る
東
大
寺
領
清
澄
荘
の
経
営
に
つ
い
て

─
「
清
澄
荘
近
年
日
記
」
を
中
心
に
─

畠
山
　
聡

一
九
七
〇
年
代
後
半
以
降
、
稲
葉
伸
道
氏
や
永
村
眞
氏
、
久
野
修
義
氏
ら

に
よ
り
、
別
当
や
政
所
、
惣
寺
、
諸
院
家
、
油
倉
な
ど
寺
院
を
構
成
す
る

諸
組
織
や
大
勧
進
の
動
向
を
明
ら
か
に
す
る
寺
院
史
研
究
が
盛
ん
と
な
る

と（
４
）、

惣
寺
が
経
営
権
を
握
っ
た
寺
領
研
究
が
盛
ん
と
な
り（
５
）、

そ
れ
に
対
し

て
大
和
国
の
寺
領
研
究
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
近
年
に
な
っ
て
三
綱
所
の
執
行
を
代
々
世
襲
し
た
薬
師
院
で

伝
来
し
た
薬
師
院
文
書
に
注
目
が
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
。
三
輪
眞
嗣
氏

は
、
正
安
元
年
（
一
二
九
九
）
十
一
月
の
東
大
寺
年
中
行
事
を
分
析
し
て
、

別
当
が
主
管
す
る
寺
家
の
年
中
行
事
に
お
け
る
執
行
の
役
割
を
明
ら
か
に

し
た
う
え
で
、
財
源
と
し
て
九
州
の
観
世
音
寺
領
荘
園
が
大
き
な
比
重
を
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占
め
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た（
６
）。
ま
た
、
遠
藤
基
郎
氏
は
、
科
研
「
日
本

中
近
世
寺
社
〈
記
録
〉
論
の
構
築
」
に
お
い
て
東
大
寺
図
書
館
所
蔵
の
中

世
・
近
世
の
記
録
の
活
字
化
を
進
め（
７
）、

そ
の
成
果
の
一
部
と
し
て
薬
師
院

文
書
の
一
部
を
報
告
書
と
し
て
紹
介
す
る
と
と
も
に（
８
）、
永
享
年
間
の
執
行

慶
実
が
作
成
し
た
「
東
大
寺
執
行
所
日
記
」
と
「
執
行
行
事
（
記
）」
を

分
析
し
、
室
町
期
以
降
に
こ
の
よ
う
な
記
録
が
作
成
さ
れ
る
背
景
に
、
鎮

西
米
の
途
絶
に
よ
る
寺
内
財
政
上
の
影
響
力
の
低
下
が
関
連
し
て
い
た
こ

と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る（
９
）。

　

鎌
倉
時
代
後
期
以
降
、
別
当
や
そ
の
下
で
寺
務
を
執
行
し
た
政
所
が
寺

内
で
の
影
響
力
を
低
下
さ
せ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
室
町
時
代

後
期
に
な
っ
て
も
大
和
国
や
伊
賀
国
、
山
城
国
の
寺
領
が
、
別
当
主
管
の

法
会
を
支
え
て
い
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
寺
領

の
実
態
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
す
べ
き
な
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

そ
の
薬
師
院
文
書
の
中
に
、
清
澄
荘
の
経
営
に
関
す
る
記
事
を
ま
と
め

た
永
享
四
年
（
一
四
三
二
）
の
日
記
「
清
澄
荘
近
年
日
記
」（
以
下
、
清

澄
荘
日
記
と
省
略
）
が
あ
る）

（1
（

。
当
日
記
は
、
表
紙
及
び
裏
表
紙
と
本
紙
八

丁
か
ら
な
る
竪
帳
で
、
表
紙
に
「
清
澄
荘
近
年
日
記
」
と
「
永
享
四
年

十
二
月　

日
」の
ウ
ワ
書
が
あ
る
。表
紙
に
花
押
が
据
え
ら
れ
て
い
る
が
、

遠
藤
氏
に
よ
る
と
記
主
は
不
明
で
、
定
使
を
務
め
る
小
綱
や
公
人
あ
た
り

で
は
な
い
か
と
し
て
い
る）

（（
（

。
そ
こ
で
小
稿
で
は
、
こ
の
日
記
を
分
析
す
る

こ
と
に
よ
り
、
室
町
時
代
に
お
け
る
清
澄
荘
の
寺
領
経
営
に
つ
い
て
明
ら

か
に
し
て
い
く）

（1
（

。

　

清
澄
荘
は
、
初
期
荘
園
の
系
譜
を
引
く
荘
園
で
、
中
世
初
期
ま
で
南
北

に
分
か
れ
、
北
は
現
在
の
大
和
郡
山
市
の
塩
町
・
魚
町
に
、
南
は
同
じ
市

内
の
本
庄
町
・
杉
町
に
比
定
で
き
る
と
い
う
。
泉
谷
氏
は
、
清
澄
荘
が
大

治
五
年
（
一
一
八
〇
）
三
月
十
三
日
付
東
大
寺
諸
荘
文
書
并
絵
図
に
「
一

通　

長
徳
四
年
十
二
月
七
日
寺
牒
、
注
坪
付
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
四
至
に
よ
ら
な
い
町
段
数
に
よ
る
荘
園
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る）

（1
（

が
、

恐
ら
く
大
和
国
内
の
多
く
の
荘
園
の
よ
う
に
、
条
里
制
に
規
定
さ
れ
た
田

畠
の
集
合
体
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う）

（1
（

。

第
一
章　

清
澄
荘
日
記
と
清
澄
荘
の
年
貢
・
公
事

　

本
章
で
は
、
清
澄
荘
日
記
に
記
載
さ
れ
た
記
事
に
つ
い
て
検
討
し
て
い

く
。

　

日
記
に
記
さ
れ
た
記
事
に
つ
い
て
ま
と
め
た
の
が
表
１
で
あ
る
。
ⓐ
〜

ⓔ
が
表
紙
見
返
し
に
あ
る
箇
条
書
き
で
、
①
〜
㉕
が
一
年
間
の
年
中
行
事

や
年
貢
・
公
事
の
上
納
に
関
す
る
記
述
の
あ
る
本
文
で
あ
る
。小
稿
で
は
、

紙
幅
の
関
係
に
よ
り
最
初
に
本
文
を
（
一
）
荘
園
経
営
に
関
す
る
こ
と
、

（
二
）
主
要
な
年
貢
・
公
事
に
関
す
る
こ
と
、（
三
）
東
大
寺
の
法
会
・
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表１　清澄荘近年日記中の記事の一覧

月日 名称 内容
ⓐ ― 掃除 手掻会・法華会・寺務京都下向の掃除
ⓑ ― 昼物の上納 奈良巡へ昼物の上納
ⓒ ― 京上の人夫役 寺務や預所の京上の人夫役
ⓓ ― 馬飼の提供 寺務下向の際の馬飼の提供
ⓔ ― 本田楽の用途の上納 手掻会の本田楽用途の上納
① 正月２日 祝着の儀 名主３人へ餅飯膳・酒等の下行

② 正月５日 吉書 吉書・厚紙１帖等の下行、餅飯膳・鏡９
膳の上納

③
正月６日

定使接待 定使２人、ほて11の上納、定使２人へ 
餅飯膳・酒の下行

④ 杉殿方からの上納 杉殿、鏡餅１面・小莚１枚の上納、
杉殿へ餅飯５枚・酒の下行

⑤ ２月10日頃 おこない 餅飯30膳の上納
⑥ ３月２日 草餅飯の上納 草餅飯仙合の上納
⑦ ４月10日頃 蒜代の上納 蒜６把分代銭の上納

⑧ ５月４日 粽の上納 名主３人、粽11連（110個）・44連分
代銭の上納

⑨ ５月― 麦の上納 名主３人、麦・下司役小麦の上納

⑩ ６月― 瓜の上納 職人分・名主分・寺分瓜250個分代銭の
上納。※

⑪ ７月14日 盂蘭盆物の上納 盆供物瓜・茄子９籠分の上納。※
⑫ ９月初旬 早田の検見 名主３人耕作分早田の検見
⑬ ９月― 焼米の上納 職人・名主、合４斗３升の上納

⑭ ９月５日 手掻会の宵宮の上納 餅飯30・酒手３升上納。定使へ膳１膳、
頭人、米８升の上納

⑮ ９月８日 仙合の上納 名主３人、仙合11合の上納
⑯ 10月20日 シュカイエノヨウ 手掻会用糠・藁の上納
⑰ 10月― 内検 名主３人耕作分田内検
⑱ 10月― 寺務任料 西室公顕任料
⑲ ― 作半一丁 作半から減額要請
⑳ ― 杉殿方からの上納 職人と作半から年貢の上納
㉑ ― 図師任料 図師任料は６斗
㉒ ― 名主からの上納 名主３人、稲７把・藁21把の上納

㉓
12月29日

大湯屋の薄縁の上納 作半方、大湯屋薄縁１枚、小筵１枚給方
へ上納

㉔ イホの代の上納 図師歳末、いぼ代の上納
㉕ ホテの代の上納 名主方50ホテ・仙合11合の上納

※印は、正安元年11月東大寺年中行事に記載されているもの。
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祭
礼
に
関
す
る
こ
と
に
分
類
し
て
、そ
の
一
部
を
検
討
し
た
う
え
で
、（
四
）

表
紙
見
返
し
記
載
の
公
事
と
日
記
未
記
載
の
公
事
に
つ
い
て
検
討
し
て
い

く
。

（
一
）
荘
園
経
営
に
関
す
る
こ
と

　

荘
園
経
営
に
関
す
る
記
事
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
祝
着
の
儀

　

当
荘
の
名
主
と
し
て
は
、
杉
殿
、
頭
四
郎
、
迫
の
三
郎
の
三
人
が
い
る
。

こ
の
日
、
彼
ら
は
「
ヲ
ウ
ホ
」
を
持
参
し
て
記
主
の
も
と
へ
訪
れ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
記
主
は
、
彼
ら
へ
「
ホ
ウ
リ
ウ
」
や
「
メ
キ
リ
」
を
肴
と
し

て
酒
を
与
え
、
ま
た
餅
飯
を
一
膳
ず
つ
提
供
し
て
い
る
。
定
使
に
よ
る
酒

肴
や
餅
飯
に
よ
る
接
待
も
同
日
に
あ
る
が
、
こ
ち
ら
は
一
年
置
き
に
行
わ

れ
て
い
る
。

②
吉
書

　

吉
書
に
は
、
年
始
や
政
始
、
代
始
め
な
ど
の
物
事
の
改
ま
っ
た
時
，
奏

覧
に
供
す
る
儀
礼
的
な
文
書
、
も
し
く
は
そ
の
儀
式
の
こ
と
で
あ
る
が
、

こ
の
場
合
は
年
始
の
儀
式
で
あ
る
。
吉
書
を
百
姓
へ
下
す
こ
と
で
、
彼
ら

に
東
大
寺
と
の
関
係
を
再
確
認
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

正
月
五
日
、
定
使
は
吉
書
と
厚
紙
一
帖
を
持
参
し
て
在
地
へ
下
っ
て
く

る
。
そ
の
際
、
九
人
の
荘
官
が
鏡
餅
や
小
餠
飯
な
ど
の
膳
を
上
納
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
九
人
と
は
、
下
司
・
公
文
・
図
師
・
職

事
が
各
一
人
、
専
当
が
二
人
、
そ
し
て
三
人
の
名
主
で
あ
る
。
た
だ
し
、

職
事
の
分
は
、
翌
六
日
に
東
大
寺
ま
で
上
っ
て
き
て
、
定
使
の
屋
敷
へ
伺

う
予
定
な
の
で
、
実
際
の
上
納
は
八
膳
分
で
あ
る
。

⑫
早
田
の
検
見

　

九
月
初
旬
に
早
田
の
検
見
が
行
わ
れ
る
。
検
見
が
行
わ
れ
る
早
田
は
合

計
二
段
で
、
年
貢
は
七
斗
二
升
で
あ
っ
た
。
内
訳
は
杉
殿
分
が
三
百
歩
で

三
斗
の
年
貢
、
頭
四
郎
分
が
二
百
四
十
歩
で
二
斗
四
升
の
年
貢
、
迫
の
三

郎
分
が
百
八
十
歩
で
一
斗
八
升
の
年
貢
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
は
「
メ
ン
ト

ク
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。「
メ
ン
ト
ク
」
は
「
免
得
」
と
書
く
の
で
あ
ろ
う
。

「
ト
シ
ニ
ヨ
リ
テ
、
メ
ン
ト
ク
カ
ワ
ル
ヘ
シ
」
と
か
、
ま
た
後
述
の
⑰
内

検
の
項
に
も
「
コ
ノ
分
ハ
、
ト
シ
ニ
ヨ
リ
テ
、
メ
ン
ト
ク
カ
ワ
ル
ヘ
シ
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
免
田
・
得
田
の
場
所
が
特
定
し
な
い
よ
う
設
定
さ
れ

て
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

伊
藤
氏
に
よ
る
と
、
添
下
郡
で
は
奈
良
時
代
に
早
稲
が
広
範
に
栽
培
さ

れ
て
い
た
が
、
鎌
倉
時
代
に
な
っ
て
晩
稲
が
広
範
に
栽
培
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
。
し
か
し
清
澄
荘
で
は
建
治
元
年
（
一
二
七
五
）
の
検
田
帳
よ
り
得

田
率
の
割
合
は
早
田
（
早
稲
）
が
約
四
二
％
で
、
晩
田
（
晩
稲
）
が
約

三
七
％
と
早
田
が
優
位
で
あ
っ
た
と
い
う）

（1
（

。
わ
ず
か
な
が
ら
も
早
田
を
耕

作
す
る
理
由
は
そ
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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⑰
内
検

　

十
月
に
内
検
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
内
訳
を
ま
と
め
た
の
が
表
２
で

あ
る
。
内
検
は
、
領
主
の
代
替
わ
り
な
ど
の
時
に
行
わ
れ
る
正
検
と
は
異

な
り
、
毎
年
見
作
や
損
、
得
な
ど
を
調
査
し
て
、
所
当
を
確
定
す
る
も
の

で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
の
記
事
は
こ
の
年
の
現
状
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ

う
。

　

内
検
で
明
ら
か
と
な
っ
た
田
数
は
合
計
す
る
と
四
町
四
段
三
百
四
十
五

歩
で
、
年
貢
高
は
八
石
五
斗
六
升
五
合
で
あ
る
。
田
数
に
つ
い
て
は
、
⑫

で
紹
介
し
た
早
田
の
二
段
を
含
め
る
と
四
町
六
段
余
と
な
る
。
建
治
元
年

の
検
田
帳
に
記
載
さ
れ
た
得
田
・
損
田
合
計
の
五
町
一
反
七
十
五
歩）

（1
（

に
近

い
田
数
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
内
検
の
記
事
の
前
に
「
内
ケ
ン
ノ
内
、

ス
キ
ノ
名
二
町
ノ
コ
ト
、
押
妨
過
テ
、
近
年
ハ
内
見
帳
ニ
モ
不
入
之
」
と
、

杉
殿
の
経
営
す
る
二
町
の
内
検
が
で
き
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
建
治
元
年

以
降
清
澄
荘
内
の
開
発
は
進
ん
で
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

表
２
の
一
番
目
か
ら
六
番
目
ま
で
が
賦
課
の
対
象
と
な
る
公
田
で
、
そ

こ
に
は
「
メ
ク
ト
ク
」
の
記
載
が
あ
る
。
こ
の
「
メ
ン
ト
ク
」
に
つ
い
て

は
⑫
早
田
の
検
見
で
紹
介
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

七
番
目
以
降
は
、
沙
汰
人
給
や
定
使
給
、
さ
ら
に
寺
務
任
料
な
ど
所
謂

免
田
で
あ
っ
た
。
注
目
す
べ
き
は
、
七
番
目
の
寺
務
任
料
や
八
番
目
の
沙

汰
人
給
を
、
作
半
が
耕
作
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
作
半
は
、
小
作
地
を
耕

表２　内検田地一覧

田数 年貢高 斗代 内容
１ １町２段180歩 ４石５斗 ３斗６升代 メントク
２ １町 ３斗 ３斗代 メントク
３ ５段90歩 １石８斗９升 ― メントク、杉殿
４ ３段195歩 １石２斗７升５合 ― メントク、杉殿
５ １段 ３斗６升 ― メントク
６ 240歩 ２斗４升 ― メントク、頭四郎
７ １町 ― ― 作半、寺務任料、莚１枚
８ ２段 ― ― 作半、１面・１瓶
９ ２段 ― ― 作半、沙汰人給
10 １段 ３斗 ― 定使給

合計 ４町４段345歩 ８石５斗６升５合
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作
す
る
小
作
人
の
こ
と
で
あ
る
の
で
、
恐
ら
く
こ
こ
の
地
主
は
東
大
寺
の

関
係
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
二
）
主
要
な
年
貢
・
公
事
に
関
す
る
こ
と

　

清
澄
荘
か
ら
上
納
さ
れ
る
年
貢
・
公
事
に
関
す
る
記
事
は
以
下
の
と
お

り
で
あ
る
。

⑨
麦
の
上
納

　

五
月
に
麦
が
上
納
さ
れ
て
く
る
。
上
納
の
麦
は
本
来
三
石
一
斗
だ
が
、

杉
殿
が
七
斗
九
升
二
合
を
未
進
し
、
近
年
上
納
さ
れ
る
の
は
二
石
三
斗
八

合
の
み
と
い
う
。
し
か
も
、
杉
殿
か
ら
の
六
斗
三
升
二
合
六
夕
と
頭
次
郎

か
ら
の
一
斗
七
升
六
合
に
つ
い
て
は
直
接
の
上
納
で
は
な
く
、
沙
汰
人
が

取
り
立
て
て
一
石
四
斗
九
升
八
合
が
上
納
さ
れ
て
く
る
。
さ
ら
に
、
下
司

の
沙
汰
に
よ
り
小
麦
一
斗
が
上
納
さ
れ
て
く
る
。

⑩
瓜
の
上
納

　

六
月
に
は
瓜
が
上
納
さ
れ
て
く
る
。
職
人
か
ら
二
百
個
の
瓜
が
上
納
さ

れ
る
が
、
こ
の
内
百
二
十
個
が
現
物
で
、
残
り
の
八
十
個
分
が
代
金
で
の

上
納
で
あ
る
。
ま
た
、
名
主
か
ら
は
通
常
の
瓜
が
五
十
個
と
寺
瓜
が
一
駄

半
、
さ
ら
に
稚
児
瓜
八
個
入
り
が
半
駄
、
職
事
か
ら
十
五
個
の
瓜
が
上
納

さ
れ
て
く
る
。
こ
れ
ら
の
上
納
後
に
「
ヘ
ク
リ
ウ
リ
」
の
代
金
百
文
が
上

納
さ
れ
る
と
記
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。

　

永
享
十
一
年
（
一
四
三
九
）
に
執
行
慶
実
作
成
の
東
大
寺
執
行
所
日
記）

（1
（

に
よ
る
と
、
瓜
の
上
納
数
は
櫟
荘
や
清
澄
荘
、
薬
園
荘
な
ど
大
和
国
の
寺

領
か
ら
十
五
駄
の
瓜
が
上
納
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
別
当
へ
六
駄
、
執
行
へ
一

駄
、
残
り
が
八
幡
宮
や
法
華
堂
、
中
門
堂
、
油
倉
へ
配
布
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、「
近
年
者
惣
而
五
六
駄
之
外
者
、
不
到
来
也
」
と
あ
り
、
名
主

ら
が
公
事
に
従
っ
て
い
な
い
こ
と
が
窺
え
る
こ
と
か
ら
、
最
盛
期
は
さ
ら

に
多
か
っ
た
も
の
と
考
え
る
。

　

遠
藤
氏
の
研
究
に
よ
る
と
、
こ
の
時
期
寺
領
か
ら
現
物
が
上
納
さ
れ
る

こ
と
も
あ
る
が
、
む
し
ろ
代
銭
納
が
一
般
的
で
、
必
要
に
応
じ
て
市
場
で

流
通
し
て
い
る
瓜
を
東
大
寺
郷
の
市
で
購
入
し
て
納
品
し
た
と
い
う）

（1
（

。
こ

の
こ
と
は
近
郊
の
荘
園
が
多
様
な
商
品
作
物
を
栽
培
し
て
大
消
費
地
で
あ

る
奈
良
を
支
え
て
い
た
か
ら
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

⑱
寺
務
任
料

　

永
享
四
年
八
月
三
日
に
東
大
寺
西
室
殿
房
俊
が
入
寂
し
、
弟
子
の
禅
師

御
房
が
相
続
し
た
際
の
も
の
で
あ
る
。
房
俊
が
入
寂
し
た
の
は
、
他
の
記

録
か
ら
は
三
日
の
こ
と
で
あ
っ
た）

11
（

こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
後
継
者
と
な
っ

た
の
が
公
顕
で
あ
る
。

　
「
東
大
寺
別
当
次
第
」
の
「
公
顕
」
の
項
に
よ
る
と
、「
房
俊
資
。
西
室
。

去
八
月
出
家
。
後
房
俊
。
寺
務
二
年
。」
と
あ
り
、
寺
務
就
任
は
「
永
享

四
年
十
月
十
六
日
任
」
と
あ
る）

1（
（

。
清
澄
荘
日
記
に
よ
る
と
、
師
房
俊
が
入
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寂
し
た
時
、公
顕
は
ま
だ
童
体
で
あ
っ
た
た
め
出
家
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

あ
わ
せ
て
寺
務
相
伝
の
披
露
の
た
め
の
用
途
と
し
て
任
料
が
清
澄
荘
に
も

賦
課
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

任
料
と
し
て
は
、
一
石
五
斗
を
清
澄
荘
か
ら
上
納
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
が
、
七
斗
を
十
二
月
ま
で
に
上
納
し
、
残
り
の
八
斗
は
翌
永
享
五
年

三
月
ま
で
に
上
納
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

こ
の
任
料
は
名
主
の
杉
殿
か
ら
上
納
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
以

前
は
下
司
や
公
文
の
沙
汰
で
、
寺
務
替
に
八
石
が
、
預
所
替
に
四
石
が
上

納
さ
れ
て
い
た
が
、
近
年
は
名
主
が
沙
汰
を
し
て
た
の
で
あ
る
。

（
三
）
東
大
寺
の
法
会
・
祭
礼
に
関
す
る
こ
と

　

東
大
寺
の
法
会
や
祭
礼
に
関
す
る
記
事
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

⑤
お
こ
な
い

　

定
日
は
決
ま
っ
て
い
な
い
が
、
毎
年
二
月
十
日
頃
に
お
こ
な
い
の
た
め

の
「
コ
ワ
ウ
」
の
餠
飯
三
十
枚
が
上
納
さ
れ
て
く
る
。
お
こ
な
い
は
五
穀

豊
穣
を
願
っ
て
西
日
本
で
行
わ
れ
る
行
事
で
あ
る
が
、
東
大
寺
で
は
、
二

月
堂
の
十
一
面
観
音
に
過
ち
を
懺
悔
し
、
あ
わ
せ
て
除
災
招
福
を
祈
る
修

二
会
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。
修
二
会
で
は
、
内
陣
の
須
弥
壇
の
荘
厳
に
餅

飯
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
た
め
の
上
納
で
あ
ろ
う
か）

11
（

。

⑭
手
掻
会
の
宵
宮

　

毎
年
九
月
三
日
を
式
日
と
し
て
八
幡
宮
の
祭
礼
手
掻
会
が
行
わ
れ
る
。

九
月
五
日
の
宵
宮
に
は
、
清
澄
荘
の
頭
人
か
ら
餅
飯
三
十
枚
、
酒
手
三
升

が
上
納
さ
れ
て
く
る
。
翌
日
六
日
に
、
頭
人
か
ら
祭
の
膳
も
一
膳
分
上
納

さ
れ
、
定
使
が
持
参
し
て
く
る）

11
（

。

⑯
シ
ュ
カ
イ
エ
ノ
ヨ
ウ

　

十
月
二
十
日
に
「
シ
ユ
カ
イ
エ
ノ
ヨ
ウ
」
と
し
て
糠
二
俵
と
藁
四
束
が

上
納
さ
れ
て
く
る
。清
澄
荘
か
ら
糠
や
藁
が
上
納
さ
れ
る
公
事
と
し
て
は
、

手
掻
会
の
際
に
神
輿
渡
御
に
従
う
神
馬
へ
の
飼
料
が
あ
る
。
応
永
十
二
年

（
一
四
〇
五
）
八
月
十
五
日
の
手
掻
会
神
馬
飼
事
注
文
で
は
、
糠
一
俵
と

糠
三
束
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
て
、
こ
の
注
文
の
よ
う
に
通
常
は
祭
礼
が

執
行
さ
れ
る
前
の
八
月
頃
に
寺
領
へ
賦
課
さ
れ
て
い
た）

11
（

。
し
た
が
っ
て
こ

の
場
合
、式
日
通
り
に
挙
行
さ
れ
ず
、日
延
べ
さ
れ
て
祭
礼
が
十
月
に
な
っ

た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
場
合
は
⑭
の
記
事
と
矛
盾
し
て
い
る
。
今

後
の
課
題
で
あ
る
。

　

以
上
、簡
単
で
あ
る
が
清
澄
荘
日
記
の
本
文
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。

吉
書
や
早
田
の
検
見
、
内
検
な
ど
経
営
に
関
す
る
記
事
は
あ
る
が
、
ほ
と

ん
ど
が
年
貢
や
餅
飯
、
粽
、
瓜
な
ど
公
事
物
の
上
納
に
関
す
る
記
事
が
ほ

と
ん
ど
で
あ
る
点
が
特
徴
で
あ
る
。
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（
四
）
表
紙
見
返
し
記
載
の
公
事
と
日
記
未
記
載
の
公
事

　

最
初
に
表
紙
見
返
し
に
記
さ
れ
た
公
事
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

そ
の
公
事
と
は
ⓐ
手
掻
会
と
法
華
会
の
会
場
、
そ
し
て
京
御
所
か
ら
寺
務

な
ど
が
下
向
し
た
際
の
掃
除
、ⓑ
奈
良
を
巡
回
す
る
者
へ
の
昼
物
の
提
供
、

ⓒ
寺
務
や
預
所
の
京
上
の
人
夫
役
、
ⓓ
京
の
御
所
か
ら
下
向
す
る
際
の
馬

飼
の
提
供
、
ⓔ
手
掻
会
の
本
田
楽
の
際
に
人
別
一
斗
を
負
担
す
る
、
の
五

点
で
あ
る
。

　

こ
の
う
ち
、
ⓐ
の
手
掻
会
の
掃
除
と
は
、
手
掻
会
の
会
場
の
一
つ
で
あ

る
八
幡
宮
の
馬
場
の
掃
除
の
こ
と
で
あ
る
。
應
永
十
二
年
（
一
四
〇
五
）

八
月
十
五
日
八
幡
宮
馬
場
掃
除
荘
々
支
配
状
に
よ
る
と
、
八
幡
宮
の
檀
下

か
ら
土
用
神
の
社
ま
で
の
掃
除
を
、「
櫟
荘
十
五
丈
四
尺
、
清
澄
荘
十
三

丈
三
尺
、
薬
薗
荘
廿
六
丈
六
尺
、
長
屋
荘
六
丈
六
尺
、
賀
茂
荘
六
丈
六
尺
、

雑
役
荘
廿
九
丈
」
と
規
模
に
応
じ
て
寺
領
へ
配
分
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
の
法
華
会
の
掃
除
は
、
応
永
十
三
年
二
月
十
日
の
法
華
会
掃
除
役

荘
々
支
配
状
に
よ
る
と
、「
此
掃
除
者
、
講
堂
正
面
之
間
ノ
真
中
ヨ
リ
東

ヲ
沙
汰
ス
、
東
ノ
軒
廊
ノ
南
北
也
、
東
ノ
端
ヨ
リ
櫟
荘
始
テ
、
西
端
雑
役

也
、
札
ヲ
出
ス
事
祭
礼
之
時
馬
場
之
掃
除
ノ
如
シ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
講

堂
の
軒
廊
の
掃
除
の
こ
と
で
、
八
幡
宮
の
馬
場
掃
除
と
同
様
に
規
模
に
応

じ
て
寺
領
に
配
分
さ
れ
て
い
る）

11
（

。

　

ま
た
、
ⓒ
の
京
上
の
人
夫
役
に
は
、
永
享
十
一
年
の
東
大
寺
執
行
所
日

記
に
「
○
公
人
肆
、
京
上
・
伊
賀
巡
・
笠
置
巡
等
召
仕
事
、
如
年
預
所
、

鎮
西
米
所
納
付
者
、
以
下
行
不
料
番
之
役
公
人
召
置
云
〻
」
と
あ
る
よ
う

に
、
四
人
の
公
人
が
置
か
れ
、
そ
の
用
途
に
鎮
西
米
が
充
て
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
鎮
西
米
は
、
前
述
の
よ
う
に
南
北
朝
時
代
の
内
乱

で
送
進
が
滞
っ
て
い
た
の
で
、
代
わ
っ
て
清
澄
荘
な
ど
大
和
国
の
寺
領
が

人
夫
役
用
途
を
負
担
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
表
紙
見
返
し
に
記
さ
れ
た
公
事
を
見
て
き
た
が
、
ⓐ
〜

ⓓ
は
人
夫
役
な
ど
清
澄
荘
よ
り
人
を
派
遣
す
る
公
事
で
、
ⓔ
の
み
が
用
途

の
上
納
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
清
澄
荘
日
記
の
本
文
に
含
ま
れ
な
い
も
の
で

あ
る
が
、
清
澄
荘
へ
賦
課
さ
れ
た
年
貢
や
公
事
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ

た
。

　

永
享
十
一
年
（
一
四
三
九
）
の
東
大
寺
執
行
所
日
記
に
は
大
和
国
や
山

城
国
、
伊
賀
国
の
寺
領
へ
年
貢
や
公
事
を
賦
課
し
た
際
の
注
文
が
、
例
文

と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
清
澄
荘
へ
賦
課
さ
れ
た
公
事
の

注
文
を
ま
と
め
た
の
が
表
３
で
あ
る
。
古
く
は
、
建
武
五
年
（
一
三
三
六
）

六
月
に
東
大
寺
郷
に
あ
る
祇
園
社
の
祭
礼
で
神
子
と
神
人
向
け
の
酒
肴
料

の
供
出
を
求
め
た
注
文
に
始
ま
り
、
応
永
十
三
年
二
月
に
講
堂
で
行
わ
れ

た
も
の
ま
で
の
三
十
点
を
確
認
し
て
い
る
。

　

最
も
多
い
の
が
応
永
十
二
年
の
も
の
で
半
数
に
及
ん
で
い
る）

11
（

。
八
幡
宮

の
宿
直
や
手
掻
会
に
関
す
る
神
馬
飼
や
八
幡
宮
馬
場
掃
除
な
ど
す
で
に
言
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及
し
た
も
の
も
あ
る
が
、
正
安
元
年
（
一
二
九
九
）
十
一
月
の
東
大
寺
年

中
行
事
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る）

11
（

。
つ
ま
り
、
清

澄
荘
日
記
の
本
文
は
、
永
享
四
年
一
年
の
給
主
（
預
所
）
と
在
地
と
の
間

で
完
結
す
る
年
貢
や
公
事
の
一
部
を
時
系
列
に
ま
と
め
た
も
の
だ
っ
た
の

で
あ
る
。

　

は
じ
め
に
で
紹
介
し
た
が
、
遠
藤
氏
は
当
日
記
の
記
主
を
、
定
使
を
務

め
る
小
綱
や
公
人
あ
た
り
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。
漢
字
交
じ
り

の
カ
ナ
文
字
を
使
用
し
て
い
る
体
裁
な
ど
か
ら
、
可
能
性
は
有
る
と
考
え

表３　永享11年東大寺執行所日記収録清澄荘関連注文一覧

年月日 内容
1 応永11年12月27日 講堂修正楽所酒肴第四夜
2 応永12年３月15日 八幡宮大般若供養楽所酒肴事
3 応永12年５月28日 大湯屋粥漬差莚事
4 応永12年６月10日 供御瓜事
5 応永12年７月 龍池祈雨差莚事
6 応永12年７月18日 龍池巫女神人中酒肴事
7 応永12年８月20日 手掻会田楽南中門菓子酒肴事
8 応永12年８月10日 大衆宿坊酒肴事
9 応永12年８月15日 手掻会神馬飼事

10 応永12年８月25日 手掻会畳事
11 応永12年８月20日 手掻会三輪板事
12 応永12年８月25日 手掻会莚事
13 応永12年８月15日 八幡宮馬場掃除事
14 応永12年８月25日 競馬単衣事
15 応永12年８月25日 手掻会駕輿丁
16 応永13年２月 法華会綱所供椀飯事
17 応永13年２月10日 法華会掃除事
18 応永12年12月20日 大湯屋正月畳事
19 明徳元年10月20日 神輿御動座御前之莚簾事
20 永和５年12月27日 神輿御動座正月三ヶ日御菓子事
21 永和４年12月27日 若宮殿御動座正月三ヶ日御菓子事
22 永和４年11月12日 八幡宮御遷宮楽屋畳事
23 永和４年11月12日 八幡宮御遷宮柱松小続松事
24 永和４年11月日 八幡宮宿直人事
25 永徳３年６月18日 来廿五長官瓜事
26 永徳３年10月１日 維摩会第三夜竪義者威儀供事
27 應永２年８月日 衆会所簾荘々支配事

28 至徳２年８月日 来二十九日〈辰尅〉正倉院宝物被
運渡人夫事

29 嘉慶元年11月６日 法華会第四夜竪者威儀供事
30 建武５年６月８日 今明両日祇園社神子神人酒肴事
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る
が
、
そ
の
場
合
定
使
と
し
て
関
与
す
る
清
澄
荘
の
年
貢
や
公
事
の
一
部

し
か
本
文
に
収
録
し
て
い
な
い
理
由
や
、
表
紙
見
返
し
記
載
の
公
事
と
本

文
と
の
関
係
な
ど
不
明
な
点
は
多
い
。
こ
こ
で
は
、
名
主
以
外
の
荘
官
に

関
す
る
記
載
が
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
当
時
の
清
澄
荘
が
正
常
な
経
営
が

行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
た
め
に
作
成
し
た
可
能
性
も
あ
る
と

考
え
て
お
き
た
い
。

第
二
章　

清
澄
荘
の
荘
官

　

本
章
は
、
清
澄
荘
の
荘
官
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

　

当
荘
の
荘
官
と
し
て
は
、
下
司
・
公
文
・
図
師
・
職
事
が
各
一
人
、
専

当
が
二
人
、
そ
し
て
三
人
の
名
主
が
確
認
で
き
る
。
泉
谷
氏
は
、
在
地
の

勢
力
を
荘
官
と
し
て
取
り
込
む
こ
と
に
つ
い
て
荘
園
支
配
体
制
の
完
成
と

見
做
す
一
方
で
、
在
地
の
諸
勢
力
を
支
配
体
制
の
中
に
組
み
込
ま
な
く
て

は
な
ら
な
い
東
大
寺
の
支
配
体
制
の
脆
弱
性
を
指
摘
し
て
い
る）

11
（

。
し
か
し

こ
の
こ
と
は
ど
の
荘
園
で
も
見
ら
れ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
か
ら
、
中
世
後

期
に
お
い
て
も
荘
官
の
動
向
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
は
、
荘
園
の
経
営

を
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
必
要
な
こ
と
だ
と
考
え
て
い
る
。

　

彼
ら
は
在
地
の
管
理
と
年
貢
・
公
事
の
上
納
を
職
務
と
し
て
い
て
、
そ

れ
に
対
す
る
給
分
と
し
て
下
司
給
や
公
文
給
、
図
師
給
な
ど
の
給
田
が
設

定
さ
れ
て
い
た）

11
（

。
大
和
国
の
荘
園
の
荘
官
の
多
く
は
、
在
地
の
有
力
田
堵

（
名
主
）
を
も
っ
て
任
ぜ
ら
れ
た
が
、
中
で
も
下
司
は
最
有
力
な
田
堵
が

任
ぜ
ら
れ
て
い
た
。
下
司
は
在
地
に
お
け
る
責
任
者
で
あ
る
が
、
清
澄
荘

日
記
で
は
、
名
主
以
外
の
動
向
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
本
来
な

ら
ば
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
べ
き
だ
が
、
史
料
的
制
約
に
よ

り
そ
れ
が
で
き
な
い
の
で
、
歴
代
の
下
司
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
く
こ
と

か
ら
始
め
る
。

　

正
安
二
年
（
一
三
〇
〇
）
十
一
月
二
十
日
、
東
大
寺
の
年
預
五
師
か
ら

の
問
い
合
わ
せ
に
対
し
て
、
清
澄
荘
の
下
司
某
は
、
公
文
と
百
姓
等
と
連

署
し
て
、
摂
政
・
関
白
が
春
日
社
を
参
詣
す
る
際
に
務
め
る
黒
木
屋
人
夫

役
を
清
澄
荘
が
賦
課
さ
れ
た
先
例
は
な
い
旨
を
回
答
し
て
い
る）

1（
（

。

　

こ
れ
よ
り
先
、
新
た
に
関
白
に
任
ぜ
ら
れ
た
二
条
兼
基
が
十
二
月
四
日

に
春
日
社
に
参
詣
し
、
翌
五
日
に
興
福
寺
金
堂
供
養
に
参
列
す
る
こ
と
に

な
っ
た
た
め
、
興
福
寺
は
、
黒
木
屋
人
夫
役
を
東
大
寺
領
で
あ
る
櫟
荘
や

薬
薗
荘
、
清
澄
荘
へ
も
賦
課
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
年
預

五
師
尊
顕
ら
は
、
十
一
月
十
七
日
と
十
一
月
二
十
二
日
の
二
度
、
人
夫
役

の
先
例
が
な
い
の
で
賦
課
を
中
止
す
る
よ
う
興
福
寺
へ
申
し
入
れ
た
が
、

そ
の
際
、
興
福
寺
を
説
得
す
る
証
拠
と
す
る
た
め
下
司
ら
へ
起
請
文
に
よ

る
回
答
を
提
出
さ
せ
た
の
で
あ
る）

11
（

。

　

続
い
て
歴
代
の
下
司
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
仁
平
三
年
（
一
一
五
三
）
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十
月
五
日
に
越
中
大
夫
資
信
が
奉
書
を
発
給
し
て
、
藤
原
忠
実
の
命
に
よ

り
清
澄
荘
の
下
司
守
時
に
東
三
条
殿
の
宿
直
を
免
除
し
た
こ
と
を
中
将
君

御
房
へ
伝
え
て
い
る）

11
（

。下
司
守
時
は
、南
郷
荘
か
ら
安
元
二
年（
一
一
七
六
）

四
月
に
出
挙
米
や
莚）

11
（

、
五
月
に
は
節
供
の
粽）

11
（

を
上
納
し
た
紀
守
時
と
同
一

人
物
と
考
え
ら
れ
、同
年
十
月
七
日
の
散
位
遠
江
権
守
重
成
奉
書
で
は「
東

三
条
殿
兵
士
守
時
」
と
記
さ
れ）

11
（

、
ま
た
高
陽
院
の
宿
直
も
務
め
て
い
た
の

で
あ
る）

11
（

。

　

東
三
条
殿
も
高
陽
院
も
摂
関
家
の
邸
宅
で
あ
っ
た
が
、
守
時
が
宿
直
役

を
務
め
た
の
は
、
摂
関
家
と
関
係
が
あ
る
興
福
寺
か
春
日
社
の
寄
人
だ
っ

た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
南
北
朝
時
代
で
あ
る
が
、
櫟
荘
の
法
華
会
・
大
仏
供

料
田
の
交
名
注
進
状
に
よ
る
と
、
住
人
の
中
に
は
多
く
の
割
合
で
一
乗
院

長
講
堂
や
大
乗
院
の
御
油
寄
人
が
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
る）

11
（

。

　

大
和
国
で
は
、
十
二
世
紀
に
入
り
分
割
相
続
や
負
田
の
沽
却
が
進
む
と

耕
作
者
で
あ
る
田
堵
が
上
納
の
責
任
者
と
な
り
、
負
名
は
地
主
化
し
て

い
っ
た
。
そ
の
際
に
、
田
堵
と
百
姓
の
間
で
主
従
関
係
が
成
立
し
、
百
姓

は
田
堵
を
通
し
て
田
堵
の
所
属
す
る
権
門
の
寄
人
と
な
っ
て
い
っ
た
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
清
澄
荘
内
に
も
興
福
寺
の
寺
僧
や
春
日
社
の
社

人
ら
が
所
有
す
る
田
地
が
あ
っ
て
、
守
時
は
そ
の
耕
作
者
と
し
て
寄
人
と

な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
宿
直
役
は
、摂
関
家
の
邸
宅
だ
け
で
な
く
東
大
寺
に
も
あ
っ
た
。

永
和
四
年
（
一
三
七
八
）
十
一
月
、
東
大
寺
の
執
行
は
八
幡
宮
の
宿
直
を

清
澄
荘
以
下
六
ヵ
荘
で
配
分
し
て
い
て）

11
（

、
清
澄
荘
は
十
一
月
二
十
五
日
か

ら
三
ヵ
夜
の
宿
直
と
な
っ
て
い
る
。注
目
す
べ
き
は
宿
直
に
あ
た
っ
て「
毎

夜
二
人
宛
帯
兵
具
可
有
参
勤
」
と
、
兵
具
持
参
を
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
当
時
東
大
寺
領
の
荘
官
や
百
姓
ら
が
広
く

兵
具
を
所
持
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

大
和
国
で
は
、
鎌
倉
時
代
に
入
る
と
、
一
乗
院
や
大
乗
院
の
門
跡
が
国

内
の
武
士
を
官
符
衆
徒
と
し
て
組
織
し
て
寺
内
や
奈
良
の
検
断
に
従
事
さ

せ
る
と
と
も
に
、
興
福
寺
は
春
日
社
の
神
人
を
国
民
と
し
て
組
織
し
て
い

た
。
そ
の
一
方
で
、
平
家
に
よ
る
焼
き
討
ち
に
よ
っ
て
焼
失
し
た
堂
宇
の

再
建
事
業
の
一
部
が
、
興
福
寺
の
大
和
支
配
組
織
を
利
用
し
て
行
わ
れ
る

と
、
そ
れ
以
降
し
ば
し
ば
大
和
国
内
の
荘
園
・
公
領
へ
「
土
打
役
」
と
し

て
人
夫
の
徴
発
が
行
わ
れ
た
。
興
福
寺
は
こ
の
「
土
打
役
」
を
通
し
て
一

国
支
配
権
を
獲
得
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
東
大
寺
領
へ
も
興
福
寺
に
よ

る
支
配
は
及
び
、
前
述
し
た
よ
う
に
住
人
の
な
か
に
は
興
福
寺
や
春
日
社

の
寄
人
と
な
り
、
や
が
て
官
符
衆
徒
や
国
人
の
被
官
と
な
っ
た
者
も
存
在

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
そ
の
興
福
寺
は
、
嘉
暦
三
年
（
一
三
二
八
）
に
な
っ
て
清
澄
荘

で
焼
亡
事
件
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。

　

こ
の
当
時
、
興
福
寺
で
は
、
大
乗
院
門
跡
の
地
位
を
め
ぐ
っ
て
一
条
家
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の
聖
信
と
九
条
家
の
覚
尊
が
激
し
く
対
立
し
て
い
た
が
、
嘉
暦
二
年

（
一
三
二
七
）
三
月
八
日
に
聖
信
方
の
坊
人
ら
が
春
日
社
の
神
鏡
を
奉
じ

て
中
金
堂
に
閉
籠
し
た
。
そ
れ
を
排
除
す
る
六
方
衆
と
の
間
で
合
戦
と
な

り
、
多
く
の
堂
宇
を
焼
失
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
ら
の
再
建
の
た
め
大

和
国
に
土
打
役
が
賦
課
さ
れ
た
が
、
清
澄
荘
が
「
造
営
木
曳
作
路
人
夫
」

の
催
促
に
従
わ
な
か
っ
た
た
め
、
翌
三
年
七
月
二
日
に
六
方
衆
及
び
一
条

院
と
大
乗
院
両
院
家
の
使
者
が
軍
勢
を
率
い
て
荘
内
へ
打
入
り
、
寺
物
等

を
運
び
取
り
、政
所
屋
以
下
の
住
宅
を
焼
き
払
っ
て
し
ま
っ
た）

11
（

の
で
あ
る
。

　

東
大
寺
へ
は
、
七
月
四
日
に
清
澄
荘
の
百
姓
が
、
両
院
の
使
者
等
の
交

名
や
焼
失
住
屋
并
追
捕
物
等
の
注
文
、
そ
れ
に
興
福
寺
の
下
文
を
添
え
て

訴
え
出
て
い
る
。
そ
の
後
朝
廷
を
巻
き
込
ん
だ
相
論
と
な
っ
た
が
、
こ
の

事
件
で
も
下
司
の
動
き
が
窺
え
な
い
。

　

こ
の
時
の
下
司
は
、
杉
古
延
賢
房
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ

れ
か
ら
六
年
後
の
建
武
元
年
（
一
三
三
三
）
に
清
澄
荘
の
下
司
延
賢
房
が

土
民
で
あ
る
辰
男
と
共
に
軍
勢
を
率
い
て
松
本
荘
内
に
乱
入
し
て
仏
堂
を

焼
き
払
い
、
極
楽
坊
の
供
米
を
掠
め
取
る
事
件
を
起
こ
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る）

1（
（

。
文
保
元
年
（
一
三
一
七
）
四
月
五
日
の
六
郎
大
夫
道
仏
敷
地
売
券

に
よ
る
と
、
鶴
熊
三
郎
と
妻
女
薬
師
よ
り
買
得
し
た
東
大
寺
領
押
上
の
敷

地
に
つ
い
て
異
論
を
言
っ
て
き
た
た
め
に
、
道
仏
が
延
賢
房
へ
沽
却
す
る

と
伝
え
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
「
本
主
福
智
堂
之
延
賢
房
」
と
記
さ
れ
て

い
る）

11
（

。
つ
ま
り
下
司
延
賢
房
は
興
福
寺
の
末
寺
福
智
堂
の
僧
延
賢
房
と
同

一
人
物
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
事
件
の
結
末
は
不
明
で
あ
る
が
、
預
所
実
舜
の
訴
え
は
在
地
支
配

の
改
善
に
は
有
効
で
な
か
っ
た
よ
う
で
、
応
安
七
年
（
一
三
七
四
）
四
月

に
な
っ
て
、
下
司
職
を
継
い
だ
延
賢
房
の
子
延
親
房
が
年
貢
と
課
役
を
抑

留
し
て
い
る
、
と
実
舜
が
興
福
寺
へ
訴
え
て
い
る）

11
（

。

　

こ
の
時
期
、
こ
の
よ
う
な
事
件
は
清
澄
荘
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
暦
応

元
年
（
一
三
三
八
）
九
月
二
十
四
日
櫟
荘
の
預
所
と
下
司
・
公
文
ら
は
、

年
貢
の
余
剰
を
め
ぐ
っ
て
相
論
と
な
っ
て
い
て
、
東
大
寺
の
公
文
所
に
よ

り
預
所
と
公
文
が
折
半
す
る
よ
う
命
ぜ
ら
れ
て
い
る）

11
（

。

　

大
和
国
で
は
鎌
倉
時
代
に
経
済
的
に
成
長
し
た
名
主
ら
が
小
武
士
団
を

形
成
し
て
い
た
が
、
鎌
倉
時
代
後
期
に
な
る
と
下
司
や
公
文
ら
荘
官
は
、

官
符
衆
徒
や
国
人
の
家
臣
と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
。
延
賢
房
も
そ

の
一
人
で
、
寺
領
経
営
に
お
い
て
東
大
寺
へ
の
対
抗
勢
力
と
な
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。

　

清
澄
荘
の
下
司
は
、
こ
の
延
親
房
を
最
後
に
史
料
上
か
ら
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
次
章
で
検
討
す
る
こ
と
と
し
、

次
に
清
澄
荘
日
記
で
名
前
が
確
認
で
き
る
名
主
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

　

こ
の
当
時
清
澄
荘
に
何
人
の
名
主
が
い
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
清
澄
荘

日
記
で
確
認
で
き
る
の
は
杉
殿
と
頭
四
郎
、
迫
の
三
郎
の
三
人
だ
け
で
あ
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る
。
建
治
元
年
の
検
田
帳
で
は
二
十
六
人
の
年
貢
の
上
納
者
の
名
前
が
書

き
上
げ
ら
れ
て
い
る）

11
（

。
彼
ら
は
鎌
倉
時
代
に
な
っ
て
百
姓
名
が
分
解
し
て

小
家
族
経
営
を
単
位
と
し
て
成
立
し
て
き
た
名
主
で
あ
る
が
、
杉
殿
ら
三

人
は
そ
の
中
か
ら
さ
ら
に
成
長
を
遂
げ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う）

11
（

。

　

た
だ
し
、
三
人
は
同
等
と
い
う
訳
で
は
な
く
、
殿
の
呼
称
を
有
す
る
杉

殿
が
、
他
の
二
人
に
抜
き
ん
出
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
例
え
ば
、

⑫
の
早
田
検
見
で
は
、
検
見
の
対
象
と
な
っ
た
早
田
の
田
地
は
、
三
人
の

名
主
が
経
営
す
る
名
田
が
記
さ
れ
て
い
る
。し
か
し
⑰
の
内
検
に
よ
る
と
、

賦
課
対
象
の
公
田
の
内
、「
コ
レ
久
シ
ク
杉
殿
作
也
」
や
「
是
モ
杉
殿
ノ

ナ
リ
」
と
記
さ
れ
た
杉
殿
の
名
田
は
二
筆
八
段
二
百
九
十
五
歩
で
、「
コ

レ
ハ
頭
四
郎
作
ト
テ
地
子
ハ
別
上
」
と
記
さ
れ
た
頭
四
郎
の
名
田
は

二
百
四
十
歩
の
み
で
、
迫
の
三
郎
の
名
田
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に

杉
殿
に
は
、
押
妨
が
あ
っ
て
東
大
寺
が
内
検
で
き
な
い
二
町
の
名
田
が

あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
杉
殿
の
優
位
性
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
杉
殿
ら
が
荘
内
で
絶
対
的
に
優
位
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な

か
っ
た
。
そ
の
点
に
つ
い
て
第
一
章
で
紹
介
し
た
清
澄
荘
日
記
の
記
事
で

確
認
し
て
い
こ
う
。

　

名
主
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
記
事
は
、（
一
）
と
（
二
）
に
あ
る
。
こ
の

う
ち
（
一
）
と
し
て
は
年
頭
の
行
事
が
あ
る
。
三
人
の
名
主
ら
は
正
月
二

日
に
記
主
の
も
と
を
訪
れ
て
年
頭
の
挨
拶
を
し
、
酒
肴
を
与
え
ら
れ
て
饗

応
を
受
け
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
三
日
後
の
五
日
に
定
使
が
下
っ
て

き
て
吉
書
が
行
わ
れ
、
そ
の
場
に
は
名
主
だ
け
で
な
く
、
荘
官
ら
も
参
じ

て
い
た
。
こ
れ
ら
一
連
の
行
事
は
、
領
主
で
あ
る
東
大
寺
、
実
際
に
は
給

主
と
在
地
の
荘
官
ら
と
の
間
で
関
係
を
再
確
認
す
る
た
め
の
重
要
な
儀
式

で
、
三
人
の
名
主
は
荘
官
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
一
方
で
、（
一
）
の
⑫
早
田
検
見
や
⑰
内
検
、（
二
）
の
④
鏡
餅
や

小
莚
の
上
納
、
⑧
粽
の
上
納
、
⑩
瓜
の
上
納
な
ど
で
は
、
上
納
者
が
名
主

の
み
か
、
あ
る
い
は
名
主
以
外
の
場
合
は
、
名
主
ら
と
他
の
荘
官
と
が
区

別
さ
れ
て
記
さ
れ
て
い
る
。
年
貢
や
公
事
は
他
の
荘
官
ら
も
負
担
し
て
い

た
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
三
人
の
名
主
は
東
大
寺
か
ら
年
貢
・
公
事
の

上
納
単
位
と
し
て
直
接
把
握
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

清
澄
荘
の
荘
官
は
、
清
澄
荘
日
記
に
よ
る
と
下
司
や
公
文
、
図
師
、
職

事
、
専
当
と
三
人
の
名
主
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
う
ち
、
在
地
の
責

任
者
は
下
司
で
あ
る
が
、
清
澄
荘
日
記
や
他
の
史
料
か
ら
も
南
北
朝
時
代

の
延
親
房
を
最
後
に
確
認
で
き
な
い
。
公
事
の
上
納
者
と
し
て
名
主
以
外

に
「
沙
汰
人
」
も
確
認
で
き
る
の
で
、
記
主
が
意
図
的
に
外
し
た
と
も
考

え
に
く
い
。
こ
の
点
か
ら
こ
の
当
時
下
司
が
未
補
で
あ
っ
た
か
、
も
し
く

は
官
符
衆
徒
や
国
人
の
被
官
と
し
て
別
の
場
所
へ
出
て
不
在
で
あ
っ
た
と

も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
は
預
所
（
給
主
）
と
と
も
に
次
章
で

検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
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第
三
章　

清
澄
荘
の
預
所
（
給
主
）
と
東
大
寺
三
綱
所

　

本
章
で
は
、
東
大
寺
側
の
責
任
で
あ
る
預
所
（
給
主
）
に
つ
い
て
検
討

し
て
い
く
。

　

最
初
に
延
応
元
年
（
一
二
三
九
）
三
月
十
九
日
の
上
乗
院
僧
正
良
恵
吉

書）
11
（

と
仁
治
二
年
（
一
二
四
一
）
正
月
十
七
日
法
印
権
大
僧
都
定
親
吉
書
日

記）
11
（

を
検
討
し
て
い
く
。

　

こ
の
場
合
の
吉
書
は
、
第
一
章
で
紹
介
と
し
た
吉
書
と
は
異
な
り
、
東

大
寺
の
別
当
が
就
任
す
る
に
あ
た
り
、
寺
内
へ
向
け
て
発
給
さ
れ
た
も
の

で
、
延
応
元
年
の
吉
書
は
良
恵
の
別
当
就
任
に
よ
る
も
の）

11
（

、
仁
治
二
年
の

吉
書
は
定
親
の
別
当
就
任
の
も
の
で
あ
っ
た）

11
（

。
そ
こ
で
は
、「
諸
荘
目
代

任
符
」
や
「
荘
々
目
代
任
符
」
と
し
て
、
新
別
当
に
よ
っ
て
執
行
職
や
修

理
目
代
、
上
司
目
代
、
下
司
目
代
な
ど
の
諸
職
役
や
末
寺
の
笠
置
寺
座
主

と
と
も
に
十
六
ヵ
所
の
寺
領
の
目
代
が
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
寺

領
の
目
代
を
一
覧
と
し
た
の
が
表
４
で
あ
る
。

　

そ
れ
よ
る
と
、
美
濃
国
大
井
荘
の
目
代
で
あ
る
丹
後
守
明
清
朝
臣
や
加

納
元
村）

1（
（

は
寺
外
の
俗
人
で
、
そ
れ
以
外
は
東
大
寺
の
寺
僧
で
あ
っ
た
。
さ

ら
に
詳
し
く
見
る
と
、後
河
荘
の
目
代
に
任
ぜ
ら
れ
た
貞
円
は
学
侶
僧
で
、

そ
れ
以
外
は
上
座
や
寺
主
、
都
維
那
な
ど
の
三
綱
所
の
僧
で
あ
っ
た
。
清

澄
荘
の
目
代
を
任
ぜ
ら
れ
た
定
厳
は
寺
主
を
務
め
て
い
て
、
ま
た
兼
乗
は

権
寺
主
や
寺
主
、
上
座
を
務
め
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る）

11
（

。

　

次
に
清
澄
荘
の
預
所
職
に
つ
い
て
時
代
を
広
げ
て
み
て
見
よ
う
。
確
認

で
き
た
の
が
表
５
の
通
り
で
あ
る
。
最
初
は
建
保
五
年
（
一
二
〇
五
）
の

東
大
寺
文
書
出
納
日
記
で
、
そ
の
中
で
「
清
澄
薬
園
文
書
双
紙
三
帖
〈
暫

預
所
上
座
許
取
出
了
〉」
と
の
記
載
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
こ
の
当
時

清
澄
・
薬
園
両
荘
の
預
所
は
上
座
を
務
め
る
三
綱
所
の
僧
で
あ
っ
た
こ
と

が
わ
か
る）

11
（

。

　

第
二
番
目
と
第
三
番
目
は
、
表
４
で
紹
介
し
た
二
人
で
あ
る
。
続
く
第

四
番
目
は
、
仁
治
三
年
（
一
二
四
二
）
に
比
丘
尼
安
阿
弥
陀
仏
が
清
澄
荘

の
四
条
二
里
廿
坪
東
の
二
段
半
の
地
を
、
大
仏
殿
灯
油
田
へ
寄
進
し
た
寄

進
状
に
「
預
所
上
司
土
佐
寺
主
、
定
使
法
花
堂
衆
勝
円
房
」
と
記
さ
れ
て

い
る
。
前
年
に
発
給
さ
れ
た
新
熊
野
法
印
任
吉
書
日
記
や
仁
治
三
年
の
東

大
寺
文
書
出
納
日
記
に
よ
り
、
土
佐
寺
主
は
定
厳
寺
主
で
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る）

11
（

。

　

第
五
番
目
は
、
建
治
元
年
（
一
二
七
五
）
十
月
の
検
田
帳
で
、
そ
の
表

紙
に
別
筆
で
「
能
登
法
橋
知
行
之
時
文
書
」
と
ウ
ワ
書
さ
れ
て
お
り）

11
（

、
こ

の
能
登
法
橋
が
預
所
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
能
登
法
橋
は
人
物
特
定
が

で
き
て
い
な
い
。

　

第
六
番
目
は
、
弘
安
九
年
（
一
二
八
六
）
十
一
月
二
日
に
院
家
の
下
文
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に
従
っ
て
、
清
澄
荘
に
法
華
堂
修
造
料
と
し
て
棟
別
銭
の
奉
加
を
下
知
し

た
下
文
の
発
給
者
で
あ
る）

11
（

。
人
物
特
定
は
で
き
て
い
な
い
が
、
同
時
期
に

薬
園
荘
の
預
所
が
沙
汰
人
や
百
姓
へ
法
華
堂
修
造
料
と
し
て
棟
別
銭
の
奉

加
を
下
知
し
た
下
文
を
発
給
し
て
い
る
の
で）

11
（

、
従
前
ど
お
り
の
三
綱
所
の

僧
と
考
え
ら
れ
る
。

　

第
七
番
目
は
、（
建
武
元
年
）
九
月
清
澄
荘
預
所
下
文
で
、
第
二
章
で

検
討
し
た
下
司
延
賢
房
ら
が
軍
勢
を
率
い
て
松
本
荘
内
に
乱
入
す
る
悪
党

行
為
を
し
た
た
め
下
さ
れ
た
も
の
で
あ
る）

11
（

。
肝
心
の
署
名
は
欠
損
し
て
い

表４　東大寺領目代一覧

荘園名 上乗院僧正任吉書日記 新熊野法印任吉書日記
大井荘 丹後守明清朝臣 加納太郞元村
茜部荘 ― 乗信律師
黒田荘 聖玄法眼 勝寛律師
湯船荘 兼俊寺主 乗恵権上座
薬園荘 隆厳権上座 隆厳権上座
櫟荘 乗信律師 乗信律師
清澄荘 兼乗 定厳寺主
雑役荘 定厳寺主 範慶法橋
長屋荘 慶快都維那 慶快都維那
飛騨荘 ― 範慶法橋
賀茂荘 厳宴権上座 俊快寺主
猪名荘 ― 範宴寺主
長洲荘 ― 定弁若狭
水無瀬荘 ― 兼俊上座
玉井荘 ― ―
後河荘 ― 助五師貞円

表５　清澄荘預所一覧

年 西暦 僧名 職名 出典
1 建保５年 1217 某上座 預所 東大寺3-11-68
2 延応元年 1239 兼乗 目代 薬師院1-118
3 仁治２年 1241 定厳寺主 目代 薬師院1-12
4 仁治３年 1242 上司土佐寺主定厳 預所 大日古1540
5 建治元年 1275 能登法橋 預所 宝珠院文書9-15
6 弘安９年 1286 某 預所 大日古1826
7 建武元年 1334 大夫寺主実舜 預所 大日古1826
8 応安７年 1374 法眼実舜 給主 薬師院1-168
9 永享４年 1432 某 ― 薬師院2-217
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る
が
、
端
裏
書
の
「
清
澄
荘
大
夫
寺
主
下
文
」
と
欠
損
を
免
れ
た
花
押
か

ら
、実
舜
が
発
給
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る）

11
（

。実
舜
は
薬
師
院
一
族
で
、

こ
の
時
期
に
清
澄
荘
の
預
所
職
を
務
め
て
い
た
の
で
あ
る）

11
（

。

　

第
八
番
目
は
、
そ
の
実
舜
の
応
安
七
年
（
一
三
七
四
）
四
月
の
申
状
土

代
で
、
下
司
職
を
継
い
だ
延
賢
房
の
子
杉
古
延
親
房
が
年
貢
を
抑
留
し
て

い
る
と
、
興
福
寺
に
よ
る
裁
断
を
求
め
た
も
の
で
あ
る）

1（
（

。

　

そ
し
て
第
九
番
目
は
、
清
澄
荘
日
記
が
作
成
さ
れ
た
永
享
四
年
の
給
主

で
あ
る
。
清
澄
荘
日
記
が
薬
師
院
に
伝
来
し
て
い
る
こ
と
か
ら
薬
師
院
の

関
係
者
の
可
能
性
は
高
い
。
年
代
か
ら
は
慶
実
が
妥
当
だ
と
考
え
ら
れ
る

が
、
特
定
が
で
き
て
い
な
い
。

　

こ
こ
ま
で
が
三
綱
所
の
僧
が
預
所
を
務
め
た
事
例
で
あ
る
が
、
以
降
は

下
司
同
様
に
史
料
や
記
録
な
ど
か
ら
消
え
て
し
ま
う
。
そ
の
後
、
天
文

二
十
三
年
（
一
五
五
四
）
の
正
月
十
日
よ
り
八
幡
宮
新
造
屋
で
始
行
し
た

倶
舎
三
十
講
と
世
親
講
の
記
録
「
三
十
講
日
記
」
に
は
、「
薬
薗
荘
、
清

澄
荘
、札
数
六
十
三
枚
、此
内
三
分
二
、四
十
二
枚
、薬
薗
荘
正
宝
院
沙
汰
、

三
分
一
、
廿
一
枚
、
清
澄
荘
安
楽
坊
ヨ
リ
沙
汰
」
と
神
札
の
配
分
数
が
記

さ
れ
て
い
る）

11
（

。
こ
こ
に
記
さ
れ
た
正
宝
院
は
、
薬
師
院
と
代
々
執
行
職
を

争
っ
て
い
た
三
綱
所
の
僧
で
、
安
楽
坊
は
有
力
な
学
侶
僧
で
あ
る
。
こ
の

史
料
だ
け
で
は
給
主
な
の
か
、
財
務
に
特
化
し
た
納
所
な
の
か
判
断
で
き

な
い
が
、
清
澄
荘
は
学
侶
僧
が
関
与
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
の
よ
う
に
清
澄
荘
の
経
営
は
、
三
綱
所
か
ら
惣
寺
へ
の
移
行
が
想
定

で
き
る
が
、
そ
の
経
緯
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
清
澄
荘
を
め
ぐ
る
三

綱
所
と
惣
寺
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

　

貞
和
二
年
（
一
三
四
六
）
五
月
、
三
綱
所
は
、
惣
寺
の
代
表
年
預
五
師

が
長
屋
荘
の
荘
務
を
求
め
て
き
た
た
め
、
彼
ら
の
競
望
を
停
止
し
、
引
き

続
き
三
綱
所
に
知
行
さ
せ
る
よ
う
求
め
て
訴
え
た
。
彼
の
主
張
は
多
岐
に

亘
る
が
、
特
に
注
目
す
べ
き
は
、
年
預
五
師
が
か
つ
て
長
屋
荘
始
め
大
和

四
ヵ
所
を
悉
知
行
し
て
い
た
こ
と
を
理
由
に
長
屋
荘
の
給
主
に
任
ぜ
ら
れ

る
よ
う
求
め
て
い
る
の
に
対
し
、
三
綱
所
は
荘
務
の
知
行
が
な
い
「
浅
﨟

微
弱
之
類
」
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る）

11
（

。

　

な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
か
ら
当
時
大
和
四
ヵ
荘
の
う
ち
三
綱
所
が
給

主
で
あ
っ
た
の
は
長
屋
荘
だ
け
で
、
清
澄
荘
や
薬
園
荘
、
櫟
荘
は
す
で
に

学
侶
僧
が
給
主
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
だ
か
ら
で
あ
る
。
当
時
東
大
寺

で
は
惣
寺
が
優
位
に
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
大
和
四
ヵ
所
の
う

ち
一
ヵ
荘
は
三
綱
所
に
慣
習
と
し
て
宛
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
応

安
七
年
に
薬
師
院
実
舜
が
清
澄
荘
の
給
主
を
務
め
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ

る
。

　

次
に
惣
寺
に
よ
る
給
主
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
応
永
二
・
三
年

（
一
三
九
五
・
九
六
）
頃
の
「
三
川
法
印
賢
春
日
記
」
に
よ
る
と
、「
一
、

櫟
荘
給
主
三
位
五
師
座
ヲ
出
サ
レ
畢
、
浄
兼
越
前
君
今
度
講
行
饗
料
櫟
荘
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分
半
分
引
テ
、
給
主
ニ
ナ
ル
ヘ
キ
由
所
望
候
」
と
い
う
よ
う
に
、
越
前
君

浄
兼
は
櫟
荘
の
給
主
の
補
任
を
求
め
て
い
る）

11
（

。
浄
兼
は
同
じ
頃
に
中
門
荘

の
給
主
に）

11
（

、さ
ら
に
応
永
五
年
に
は
長
屋
荘
の
給
主
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
際
に
手
掻
会
の
中
門
帳
・
酒
肴
・
競
馬
単
衣
や
、
倶
舎
三
十
講
の
饗

料
の
半
分
、
法
華
会
の
綱
所
日
供
垸
飯
、
祭
礼
の
仮
屋
薦
掃
除
な
ど
の
上

納
を
約
束
し
た
請
文
を
提
出
し
て
い
る
の
で
あ
る）

11
（

。

　

ま
た
水
門
千
寿
丸
は
応
永
八
年
八
月
に
櫟
荘
の
預
所
に
任
ぜ
ら
れ
、
そ

の
際
に
手
搔
会
や
倶
舎
卅
講
、
そ
の
他
の
諸
役
を
務
め
る
こ
と
を
約
束
し

た
請
文
を
提
出
し
て
い
る）

11
（

。
翌
九
年
に
は
黒
田
荘
の
給
主
を
務
め）

11
（

、
さ
ら

に
史
料
は
現
存
し
て
い
な
い
が
、
応
永
十
八
年
二
月
二
十
五
日
年
預
五
師

賢
海
が
作
成
し
た
文
書
勘
渡
帳
に
よ
り
、
応
永
十
一
年
と
応
永
十
四
年
に

黒
田
荘
の
給
主
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る）

11
（

。

　

こ
の
よ
う
に
彼
ら
は
短
期
間
に
複
数
の
寺
領
の
給
主
を
歴
任
し
て
い
る

が
、
そ
れ
が
可
能
な
の
は
、
千
寿
丸
の
応
永
八
年
の
請
文
に
「
自
惣
寺
被

申
上
者
」と
あ
る
よ
う
に
、補
任
権
が
惣
寺
へ
移
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

恐
ら
く
、
短
期
間
で
交
替
す
る
の
は
、
惣
寺
が
法
会
や
仏
事
の
諸
役
を
巡

役
と
し
て
務
め
る
方
式
を
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
た
か
ら
で
あ
る
。た
だ
し
、

同
一
人
物
に
集
中
す
る
の
は
、
学
侶
僧
の
減
少
に
よ
る
人
材
不
足
が
影
響

し
て
い
た
こ
と
も
確
か
で
あ
ろ
う
。

　

至
徳
二
年
（
一
三
八
五
）
十
月
二
十
五
日
の
学
侶
評
定
で
は
、「
時
當

年
秋
季
談
義
中
評
定
云
、
近
日
学
侶
人
数
減
少
間
、
沙
汰
人
之
器
用
擬
及

闕
如
、
興
隆
之
要
脚
空
令
失
墜
之
条
、
不
可
窺
」
と
、
学
侶
の
減
少
に
と

も
な
い
助
成
銭
を
負
担
す
る
沙
汰
人
が
欠
如
す
る
よ
う
に
な
っ
て
失
墜
し

た
た
め
、
已
講
以
上
を
除
い
た
学
侶
は
総
て
沙
汰
人
を
勤
仕
す
る
こ
と
に

決
定
し
て
い
る）

11
（

。

　

ま
た
、
応
永
十
七
年
（
一
四
一
〇
）、
荒
室
で
の
学
侶
集
会
を
受
け
て

倶
舎
三
十
講
の
開
催
に
つ
い
て
意
見
を
尋
ね
ら
れ
た
別
当
の
東
南
院
観
海

は
、「
学
侶
人
数
減
少
尤
歎
ヲ
ホ
シ
メ
サ
ル
ヽ
処
也
」
と
、
学
侶
僧
の
人

数
の
減
少
を
問
題
視
す
る
発
言
を
し
て
い
る）

1（
（

。

　

こ
の
よ
う
な
学
侶
僧
の
減
少
に
よ
り
、
法
会
や
仏
事
、
さ
ら
に
寺
内
諸

役
を
支
え
る
人
材
不
足
に
陥
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
、
そ
の
状
態
が

長
く
続
く
と
法
会
や
仏
事
の
廃
止
と
な
る
可
能
性
も
あ
っ
た
。

　

こ
の
時
期
に
学
侶
僧
が
減
少
す
る
要
因
と
し
て
は
、
中
級
か
ら
下
級
の

学
侶
僧
や
堂
衆
の
出
自
が
奈
良
周
辺
の
下
司
や
公
文
な
ど
の
荘
官
や
名

主
、
百
姓
な
ど
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
南
北
朝
時
代
以
降
彼
ら

の
多
く
が
興
福
寺
の
官
符
衆
徒
や
春
日
社
の
国
人
の
被
官
と
し
て
組
み
込

ま
れ
た
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　

要
因
は
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
観
応
の
擾
乱
以
来
の
各
地
の
混
乱
や
、
応

永
十
八
年
閏
十
月
十
五
日
に
落
雷
に
よ
り
焼
失
し
た
春
日
社
東
西
御
塔
や

興
福
寺
の
大
湯
屋
や
五
重
塔
、
東
金
堂
の
再
建
の
た
め
、
応
永
二
十
一
年
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よ
り
大
和
国
内
に
段
銭
が
賦
課
さ
れ
た
こ
と
な
ど
、
寺
領
か
ら
の
年
貢
の

減
少
が
影
響
を
与
え
て
い
た
と
考
え
る）

11
（

。

　

応
永
三
十
年
（
一
四
二
三
）
に
「
三
綱
執
行
寛
専
并
慶
実
寺
主
、
荘
務

有
名
無
実
也
、
饗
料
難
治
之
由
歎
申
間
、
令
披
露
寺
家
、
両
人
ニ
各
三
百

疋
之
助
成
、
自
寺
家
致
其
沙
汰
、
仍
曳
札
了
」
と
、
正
宝
院
寛
専
と
薬
師

院
慶
実
が
困
窮
を
訴
え
て
寺
家
か
ら
助
成
を
受
け
た
記
事
が
「
倶
舎
三
十

講
愚
記
」
に
あ
る）

11
（

。
こ
の
場
合
の
饗
料
と
は
、
倶
舎
三
十
講
の
た
め
に
大

和
四
ヵ
所
や
黒
田
荘
な
ど
の
寺
領
か
ら
上
納
さ
れ
て
く
る
年
貢
・
公
事
物

の
こ
と
で
、
そ
れ
が
滞
っ
て
い
た
た
め
に
、
執
行
と
別
当
主
管
の
法
会
や

仏
事
を
担
当
す
る
会
行
事
と
し
て
訴
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
年
貢
の
減
少
に
つ
い
て
、
前
述
し
た
別
当
観
海
は
、「
雖

然
諸
荘
薗
給
主
近
来
触
事
違
乱
ヲ
申
、
若
及
難
義
者
、
学
侶
ト
シ
テ
相
共

ニ
力
ヲ
ハ
ゲ
マ
ス
ヘ
シ
」
と
、
諸
荘
園
の
給
主
ら
が
違
乱
を
申
し
て
問
題

が
あ
る
な
ら
ば
、
学
侶
ら
が
力
を
合
わ
せ
て
対
処
す
る
よ
う
命
じ
て
い

る）
11
（

。
つ
ま
り
観
海
は
、
原
因
が
給
主
の
違
乱
に
あ
っ
た
と
認
識
し
て
い
る

が
、
前
述
の
正
宝
院
寛
専
や
薬
師
院
慶
実
の
例
を
示
す
ま
で
も
な
く
、
南

北
朝
の
半
ば
以
降
寺
領
の
混
乱
の
た
め
に
荘
官
ら
も
年
貢
や
公
事
の
負
担

に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
原
因
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の

点
は
、
預
所
（
給
主
）
が
三
綱
所
の
僧
で
あ
ろ
う
と
、
ま
た
学
侶
僧
で
あ

ろ
う
と
同
様
に
寺
領
経
営
の
不
安
定
要
因
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

清
澄
荘
の
預
所
（
給
主
）
の
存
在
に
つ
い
て
は
永
享
四
年
以
降
と
判
然

と
し
な
い
。
た
だ
し
、
長
享
元
年
（
一
四
八
七
）
九
月
二
十
六
日
に
は
、

年
預
五
師
秀
範
か
ら
執
行
へ
宛
て
て
、
清
澄
荘
の
荘
役
の
こ
と
を
伝
え
る

書
状
が
あ
る）

11
（

こ
と
、
世
親
講
や
転
害
会
、
八
幡
宮
大
般
若
会
な
ど
で
の
単

衣
や
酒
肴
の
支
配
状）

11
（

が
あ
る
の
で
、
こ
の
間
な
ん
ら
か
の
支
配
が
行
わ
れ

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

む
す
び
に
か
え
て

　

三
章
に
わ
た
っ
て
室
町
時
代
に
お
け
る
大
和
国
清
澄
荘
の
経
営
に
つ
い

て
検
討
し
て
き
た
。
第
一
章
で
は
、
東
大
寺
に
伝
来
し
た
清
澄
荘
日
記
を

分
析
し
、
そ
こ
に
は
永
享
四
年
一
年
に
行
わ
れ
る
年
貢
や
公
事
の
一
部
が

記
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
具
体
的
な
活
動
が
明
ら
か
な
荘
官
は
三
人
の
名
主

の
み
で
あ
る
こ
と
と
な
ど
か
ら
、
清
澄
荘
が
正
常
な
経
営
が
行
わ
れ
て
い

な
い
現
状
を
記
録
す
る
も
の
の
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
第

二
章
で
は
、
下
司
に
つ
い
て
分
析
し
、
平
安
時
代
に
は
有
力
田
堵
と
し
て

兵
具
を
帯
び
て
摂
関
家
や
東
大
寺
の
宿
直
を
務
め
て
い
た
こ
と
、
鎌
倉
時

代
末
頃
か
ら
南
北
朝
時
代
に
か
け
て
延
賢
房
・
延
親
房
の
親
子
は
、
官
符

衆
徒
や
国
人
ら
と
結
び
つ
い
て
荘
務
を
妨
害
し
て
や
が
て
東
大
寺
の
史
料

よ
り
消
え
て
い
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
第
三
章
で
は
、
預
所
（
給
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主
）
に
つ
い
て
分
析
し
、
南
北
朝
時
代
半
ば
を
境
に
、
以
前
は
東
大
寺
の

別
当
が
補
任
権
を
も
ち
三
綱
所
の
僧
で
任
ぜ
ら
れ
て
い
た
が
、
以
降
は
惣

寺
に
補
任
権
が
移
動
し
、
学
侶
を
中
心
が
任
ぜ
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
三
綱

所
の
僧
に
は
大
和
四
ヵ
所
の
一
つ
が
宛
行
わ
れ
る
慣
習
が
あ
っ
た
こ
と
、

さ
ら
に
応
永
年
間
を
境
に
惣
寺
の
史
料
で
も
確
認
で
き
な
く
な
る
が
、
関

連
史
料
が
断
片
的
で
あ
る
が
伝
来
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
給
主
に
よ
る
支

配
は
続
い
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
記
主
の
判
明
な
ど
清
澄
荘
日
記
の
成
立
に
つ

い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
別
当
主
管
の
法
会
・
仏
事
に
関
し
て
は
応
永

年
間
以
降
薬
師
院
文
書
の
み
と
な
る
意
味
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と

な
ど
が
あ
る
。

〔
追
記
〕 

小
稿
は
、
遠
藤
基
郞
氏
を
研
究
代
表
者
と
す
るJSPS18H

03583
の
成
果
の

一
部
で
あ
る
。
ま
た
成
稿
に
は
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
ハ
イ
キ
ャ
ッ
ト
プ
ラ

ス
・
ユ
ニ
オ
ン
カ
タ
ロ
グ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
利
用
し
た
。

注（１
） 

東
大
寺
領
荘
園
の
研
究
史
に
つ
い
て
は
、
新
井
孝
重
『
東
大
寺
領
黒
田
荘
の
研
究
』

（
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
一
年
）、
守
田
逸
人
『
日
本
中
世
社
会
成
立
史
論
』（
校
倉

書
房
、
二
〇
一
〇
年
）、
拙
著
『
中
世
東
大
寺
の
国
衙
経
営
と
寺
院
社
会
』（
勉
誠

出
版
、
二
〇
一
七
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
） 

海
老
澤
衷
編
『
中
世
荘
園
村
落
の
環
境
歴
史
学
：
東
大
寺
領
美
濃
国
大
井
荘
の
研

究
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
八
年
）
な
ど
。

（
3
） 

大
和
国
の
東
大
寺
領
の
研
究
史
に
つ
い
て
は
、
朝
倉
弘
『
奈
良
県
史
』（
第
十
巻　

大
和
荘
園
研
究
、
名
著
出
版
、
一
九
八
四
年
）
を
参
考
さ
れ
た
い
。

（
4
） 

永
村
眞
『
中
世
東
大
寺
の
組
織
と
経
営
』（
塙
書
房
、
一
九
八
九
年
）。
稲
葉
伸
道

『
中
世
寺
院
の
権
力
構
造
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
）。
久
野
修
義
『
日
本
中

世
の
寺
院
と
』（
塙
書
房
、
一
九
九
九
年
）。

（
5
） 

西
尾
知
己『
室
町
期
顕
密
寺
院
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、二
〇
一
七
年
）や
注（
１
）

拙
著
な
ど
。
近
年
中
世
前
期
の
東
大
寺
大
勧
進
に
つ
い
て
、
小
原
嘉
記
氏
が
勢
力

的
に
研
究
を
進
め
て
お
り
、「
東
大
寺
大
勧
進
心
源
の
周
辺
」（
小
特
集
こ
れ
か
ら

の
東
大
寺
文
書
研
究
の
た
め
に
『
古
文
書
研
究
』
八
三
、二
〇
一
七
年
六
月
）、「
鎌

倉
中
期
の
東
大
寺
大
勧
進
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
（
上
）」（
学
園
創
立
百
十
周
年　

史
学
科
創
設
七
十
周
年
記
念
特
集
号
『
史
窓
』
七
八
、二
〇
二
一
年
三
月
）
な
ど

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
6
） 「
中
世
前
期
東
大
寺
の
財
政
構
造
と
鎮
西
米
」（『
史
学
雑
誌
』
一
二
七
─
四
、

二
〇
一
八
年
四
月
）。

（
7
） 

研
究
代
表
者
遠
藤
基
郎
、研
究
課
題/

領
域
番
号 18H

03583

、基
盤
研
究（
Ａ
）「
日

本
中
近
世
寺
社
〈
記
録
〉
論
の
構
築
─
日
本
の
日
記
文
化
の
多
様
性
の
探
究
と
そ

の
研
究
資
源
化
」。

（
8
） 

遠
藤
基
郎
・
畠
山
聡
・
西
尾
知
己
・
三
輪
眞
嗣
「
中
世
東
大
寺
記
録
執
行
関
係
史

料
」（
東
大
寺
史
料
編
纂
所
研
究
成
果
報
告
二
〇
二
〇
─
一
）
は
、
東
京
大
学
学

術
リ
ボ
ジ
ト
リ
よ
り
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
さ
れ
た
い
。

（
9
） 

遠
藤
基
郎
「
室
町
期
東
大
寺
執
行
の
記
録
か
ら
」（『
秋
大
史
学
』
六
六
号
、

二
〇
二
〇
年
三
月
）。

（
10
） 
薬
師
院
文
書
二
─
二
一
七
号
。

（
11
） 
注
（
７
）
研
究
成
果
報
告
。

（
12
） 

清
澄
荘
の
先
行
研
究
と
し
て
は
堀
池
春
峰
「
清
澄
庄
を
中
心
と
し
た
東
大
寺
領
」

『
大
和
郡
山
市
史
』
大
和
郡
山
市
、
一
九
六
六
年
、
泉
谷
康
夫
「
東
大
寺
の
寺
領
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─
清
澄
庄
と
窪
庄
─
」（
角
田
文
衛
編
『
新
修
国
分
寺
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
八
六
年
）、
伊
藤
寿
和
「
東
大
寺
領
大
和
国
「
清
澄
荘
」
に
関
す
る
歴
史
地

理
学
的
研
究
」（『
日
本
女
子
大
学
文
学
部
紀
要
』
五
〇
号
、
二
〇
〇
〇
年
）、
石

附
敏
幸
「
新
出
東
大
寺
文
書
『
大
和
国
清
澄
庄
焼
亡
之
記
』（
仮
題
）
に
つ
い
て

─
翻
刻
『
大
和
國
清
澄
庄
焼
亡
之
記
』
─
」（
興
風
談
所
設
立
三
十
周
年
記
念
特

集
『
興
風
』
二
十
三
号
、
二
〇
一
一
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
13
） 『
大
日
本
古
文
書　

家
わ
け
十
八
東
大
寺
文
書
』
百
巻
八
八
号
（
以
下
『
大
日
古
』

と
省
略
）。

（
14
） 

注
（
３
）『
奈
良
県
史
』。

（
15
） 

注
（
12
）
伊
藤
氏
論
文
。

（
16
） 『
大
日
古
』
一
八
二
一
号
。

（
17
） 『
古
事
類
苑
』
植
物
部
に
よ
る
と
、
大
和
国
産
の
瓜
の
品
種
と
し
て
は
「
梵
天
瓜
」

が
知
ら
れ
る
が
、「
ヘ
ク
リ
ウ
リ
」
は
確
認
で
き
な
い
。
平
群
郡
一
帯
で
産
出
す

る
地
域
野
菜
と
考
え
ら
れ
る
。

（
18
） 

薬
師
院
文
書
二
─
一
〇
七
号
。

（
19
） 

注
（
８
）
遠
藤
氏
解
説
書
。

（
20
） 『
満
済
准
后
日
記
』、『
看
聞
日
記
』
同
日
条
。

（
21
） 「
東
大
寺
別
当
次
第
」（
角
田
文
衛
編
『
新
修
国
分
寺
研
究　

第
一
巻
東
大
寺
と
法

華
寺
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
）。

（
22
） 

元
興
寺
文
化
財
研
究
所
編
『
東
大
寺
修
二
会
の
研
究
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、

一
九
七
九
年
）、
東
京
国
立
文
化
財
研
究
所
芸
能
部
編
・
佐
藤
道
子
担
当
『
東
大

寺
修
二
会
の
構
成
と
所
作
』（
上
巻
・
中
巻
・
下
巻
、
平
凡
社
、
一
九
七
五
年
〜

一
九
八
一
年
）
な
ど
。

（
23
） 

注
（
１
）
拙
著
。

（
24
） 

薬
師
院
文
書
一
─
八
〇
号
、
薬
師
院
文
書
二
─
一
〇
七
号
な
ど
。

（
25
） 

薬
師
院
文
書
二
─
一
〇
七
号
。

（
26
） 

薬
師
院
文
書
二
─
一
〇
七
号
。

（
27
） 

薬
師
院
文
書
二
─
一
〇
七
号
。

（
28
） 

薬
師
院
文
書
二
─
二
〇
〇
号
。

（
29
） 

注
（
12
）
泉
谷
氏
論
文
。

（
30
） 『
大
日
古
』
一
八
四
一
号
。

（
31
） 『
大
日
古
』
成
巻
三
七
六
号
。

（
32
） 『
大
日
古
』
一
〇
七
八
号
。

（
33
） 

尼
崎
市
教
育
委
員
会
所
蔵
文
書
。

（
34
） 

東
大
寺
文
書
三
─
一
〇
─
七
六
九
号
や
『
大
日
古
』
二
二
一
八
号
。

（
35
） 

東
大
寺
文
書
一
─
二
五
─
一
二
一
号
。

（
36
） 

尼
崎
市
教
育
委
員
会
所
蔵
文
書
。

（
37
） 

永
暦
元
年
（
一
一
六
〇
）
五
月
六
日
東
大
寺
文
書
返
納
注
文
に
「
一
通
清
澄
荘
高

陽
院
宿
直
免
除
文
書
等
『
応
保
元
年
九
月
廿
一
日
取
出
之
了
、』」
と
あ
る
（
東
大

寺
文
書
三
─
一
一
─
三
四
号
）。

（
38
） 『
大
日
古
』
一
五
四
五
号
。

（
39
） 

薬
師
院
文
書
二
─
一
〇
七
号
。

（
40
） 

安
田
次
郎
『
中
世
の
興
福
寺
と
大
和
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
）、
注

（
12
）
石
附
氏
論
文
。

（
41
） 『
大
日
古
』
一
八
二
六
号
、
薬
師
院
文
書
一
─
一
六
八
号
、『
大
日
古
』
二
〇
六
〇

号
。

（
42
） 

東
大
寺
文
書
三
─
五
─
二
三
九
。

（
43
） 

薬
師
院
文
書
一
─
一
六
八
号
。

（
44
） 『
大
日
古
』
一
〇
五
六
号
。

（
45
） 『
大
日
古
』
一
八
四
一
号
。

（
46
） 

注
（
３
）
朝
倉
弘
氏
論
文
。

（
47
） 

薬
師
院
文
書
一
─
一
八
一
号
。

（
48
） 
薬
師
院
文
書
一
─
一
二
号
。

（
49
） 「
東
大
寺
別
当
次
第
」『
大
日
史
』
五
篇
十
二
冊
。
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（
50
） 「
東
大
寺
別
当
次
第
」『
大
日
史
』
五
篇
十
三
冊
。

（
51
） 

三
浦
氏
の
一
族
で
あ
る
佐
原
義
連
の
子
で
あ
る
時
村
を
祖
と
す
る
加
納
氏
の
一
族

が
い
る
。

（
52
） 『
大
日
古
』
二
一
七
（
一
）、
同
四
九
号
、『
鎌
倉
遺
文
』
四
六
八
四
号
な
ど
。

（
53
） 

東
大
寺
文
書
三
─
一
一
─
六
八
号
。

（
54
） 

東
大
寺
文
書
三
─
一
一
─
五
六
号
。

（
55
） 『
大
日
古
』
一
八
二
一
号
。

（
56
） 

宝
珠
院
文
書
九
函
一
五
号
。

（
57
） 

宝
珠
院
文
書
三
函
三
六
号
二
。

（
58
） 『
大
日
古
』
一
八
二
六
号
。

（
59
） 

史
料
編
纂
所
所
蔵
の
影
写
本
「
起
請
文
集
」
収
録
の
貞
和
四
年
八
月
二
十
五
日
実

舜
起
請
文
に
記
さ
れ
た
花
押
と
端
裏
書
「
起
請　

大
夫
上
座　

貞
和
四
八
廿
五
」

か
ら
判
断
し
た
。

（
60
） 

薬
師
院
文
書
一
─
三
三
号
。

（
61
） 

薬
師
院
文
書
一
─
一
六
八
号
。

（
62
） 「
三
十
講
日
記
」（
東
大
寺
文
書
一
四
二
─
五
二
二
号
）
所
収
。

（
63
） 『
大
日
古
』
一
八
四
一
号
。

（
64
） 「
倶
舎
三
十
講
日
記
」（
東
大
寺
文
書
一
四
一
─
五
五
三
─
一
号
）
所
収
。

（
65
） 

東
大
寺
文
書
三
─
一
一
─
一
五
号
。

（
66
） 『
大
日
古
』
一
八
四
三
号
。

（
67
） 

東
大
寺
文
書
三
─
四
─
三
一
号
。

（
68
） 『
大
日
古
』
二
三
八
号
。

（
69
） 

東
大
寺
文
書
一
〇
─
六
号
。

（
70
） 

東
大
寺
文
書
二
─
四
八
号
。

（
71
） 

注
（
64
）
東
大
寺
文
書
一
四
一
─
五
五
三
─
一
号
。

（
72
） 『
奈
良
市
史
』（
通
史
二
、
奈
良
市
、
一
九
九
四
年
）。

（
73
） 「
倶
舎
三
十
講
愚
記
」（
東
大
寺
文
書
一
四
一
─
五
四
八
号
）
所
収
。

（
74
） 

注
（
64
）
東
大
寺
文
書
一
四
一
─
五
五
三
─
一
号
。

（
75
） 

薬
師
院
文
書
一
─
七
九
号
。

（
76
） 

薬
師
院
文
書
一
─
五
二
号
、
同
一
─
五
四
号
、
同
一
─
五
七
号
な
ど
。




